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様式第 1号 

会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第１回 所沢市成年後見制度推進検討委員会 

開催日時 令和４年１０月１４日（金）１５時３０分  ～  １７時０５分 

開催場所 所沢市こどもと福祉の未来館 多目的室３・４号 

出席者の氏名 
中島 修（委員長）、笹原 文男（副委員長）、近藤 宏一、高野 香、原 紘

一、内野 孝雄、野上 進、斉藤 邦彦、粕谷 紀夫、松井 優子、黛 浩一郎 

欠席者の氏名 竹内 もみ 

説明者の職・氏名 地域福祉センター 副主幹 遠藤 康代、主任 伊藤 庸介、主任 竹村 俊朗 

議 題 
（１） 所沢市成年後見制度利用促進基本計画の進捗状況について 

（２） 中核機関について 

会議資料 

【配布資料】 

・会議次第 

・委員名簿、席次表 

・資料１：所沢市成年後見制度利用促進基本計画の進捗状況について 

・資料２：所沢市成年後見制度利用促進基本計画 指標進捗状況管理表 

・資料３－１：令和３年度市区町村別成年後見制度利用者数一覧表（管内別・

類型別） 

・資料３－２：令和３年度市区町村別成年後見等申立件数一覧表（管内別類型

別） 

・資料４－１：市長申立て実績一覧 

・資料４－２：報酬助成実績一覧 

・資料５－１：（参考）第二期成年後見制度利用促進基本計画について 

・資料５－２：第二期成年後見制度利用促進基本計画 

・社会福祉協議会広報誌「ちゃお７月号」 

担当部課名 

福祉部 地域福祉センター    電話０４（２９２２）２１１５ 

地域福祉センター 参事  菅原 聖二 

地域福祉センター 副主幹 遠藤 康代 

地域福祉センター 主任  伊藤 庸介 

地域福祉センター 主任  竹村 俊朗 

 

                                          



2 

様式第２号 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

事務局 

（菅原参事） 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（伊藤主任） 

 

 

中島委員長 

 

野上委員 

 

 

 

１．開  会  

開会を宣言した。 

 

 

２．委員長あいさつ  

本委員会の開催はコロナの感染拡大もあってかなり久しぶりである。新たに委員に

なられた方については、今後ともよろしくお願いしたい。さいたま家庭裁判所の方を

お招きして勉強会を開催する予定もあったが、延期になってしまい大変残念であっ

た。本日はオブザーバーとしてお越しいただいている。 

 本日午前中に所沢市市民大学にて、第３次所沢市地域福祉計画及び所沢市成年後見

制度利用促進基本計画について講義する機会があり、100名近い方々が参加されてい

た。講義の中で少人数の討議も行ったが、どのグループにおいても成年後見制度に関

する質問が出ており、関心の高さが伺え大変嬉しく思っている。本日も皆さまから貴

重な意見をいただきたいと思っている。よろしくお願いしたい。 

 

～欠席者の報告～ 

  竹内委員 

 

～会議の公開の確認～ 

・公開とし、会議録の確定は委員長の承認、署名をもって確定とさせていただく。 

・傍聴希望者 １名 

 

～資料の確認～ 

配布資料を確認した。 

 

 

３．議  題  

１．所沢市成年後見制度利用促進基本計画の進捗状況について 

〜資料１、資料２、資料３－１、資料３－２、資料４－１、資料４－２を用いて説明

〜 

・各指標の令和３年度の実績値の報告及び結果の分析について 

 

それでは事務局からの説明に対して、意見・質問等はあるか。 

 

資料２の施策目標１の「成年後見に関わる相談件数」について、令和５年度及び令和

８年度の目標値が令和３年度の実績値と比較して低くなっているが、目標値については

いつの時点で設定したものか。 
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事務局 

（遠藤副主幹） 

 

野上委員 

 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

野上委員 

 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

 

笹原副委員長 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

中島委員長 

 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

近藤委員 

 

 

 

 

第３次所沢市地域福祉計画及び所沢市成年後見利用促進基本計画を策定した令和２年

度の時点で目標値を設定している。 

 

令和３年度の時点で既に令和５年度の目標値を超えているが、今後目標値を修正する

予定はあるか。 

 

計画期間が６年間あるため、中間の３年目である令和５年度に目標値の見直しを行う

予定。 

 

資料１のスライド 13について、親族以外が後見人となっている割合が約 80%と示さ

れているが、親族以外の後見人の内訳について教えて欲しい。 

 

令和３年の実績だが、弁護士が 23%、司法書士が 33.5%、社会福祉士が 16.1%、その

他税理士、行政書士、精神保健福祉士、社会保険労務士、市民後見人、社会福祉協議会

等による法人後見等があり、割合としてはそれぞれ大変低くなっている。 

 

本計画を策定した時よりも関心が高まってきていることから、数値目標の見直し等に

ついては必要に応じて行っていく必要がある。 

本市の計画策定時に市民意識調査を行ったが、親族後見人を希望する方が８割程お

り、親族後見のニーズが大変高かった。他市と比較しても親族後見の割合が若干高いた

め、そうした傾向も踏まえていく必要がある。笹原副委員長からはいかがか。 

 

資料２の施策目標１の「成年後見に関わる相談件数」の達成率が 100%となっている

が、実績値を見ると 100%以上の達成率となっている。表記の方法について何か意図が

あるか。 

 

全ての指標の達成率を計算する上で 100%以上の表記にしてしまうと、全体の達成率

の平均値が実態とかけ離れてしまうため、各指標の達成率は 100%を上限としている。 

 

各指標の達成率の表記方法については今後検討してもよいと思う。実績を上回ってい

る指標については、どの程度上回っているかが見えるようにしてもよい。 

 

次回は併記する形としたい。 

 

 

資料１のスライド 16に関係者間での連携を強化する必要性が示されているが、それ

と併せて成年後見センターの体制をどのように強化していくかということも重要である

と考える。現状成年後見センターの何名体制で業務を行っているのか。 
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所沢市成年後

見センター

（梅本課長） 

 

 

髙野委員 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

 

中島委員長 

 

 

 

事務局 

（竹村主任） 

 

中島委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斉藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

常勤職員２名、臨時職員１名、嘱託職員１名、非常勤職員１名の体制となっている。

臨時職員及び嘱託職員は週４日勤務、非常勤職員は週３日勤務となっている。成年後見

センターの業務の専任というわけではなく、各職員があんしんサポートねっと等の業務

を兼務で行っている。 

 

参考で伺いたいのだが、市長申立の他市の件数はわかるか。 

 

令和３年度の実績で、高齢者と障害者を合わせると、川越市 45件、狭山市７件、入

間市 17件、飯能市３件、日高市５件、ふじみ野市 17件、新座市 17件、川口市 34件、

越谷市 15件となっている。 

 

近隣だと川越市が 45件ということで、所沢市の倍近くとなっている。 

 

２．中核機関について 

〜資料１を用いて説明〜 

・市の成年後見推進事業における課題について 

・今後の取組の方向性について 

 

成年後見制度の相談に関しては昨年度の本委員会でだいぶ踏み込んで、現場で相談を

受け止め切れているのかということを議論した。例えば市長申立の件数が少ないのでは

ないか、という意見もあった。その後、事務局でヒアリングをして課題の整理をしたと

ころかと思う。そうしたことを踏まえて中核機関を設置し、市が目指す方向性について

も示していただいたことは大変重要なポイントであると考えている。 

所感ではあるが、「成年後見センターで全ての相談に対応していくことが現実的では

ない」という説明について、地域連携ネットワークの中で皆で対応していくという趣旨

での発言ということは理解できるが、まだ中核機関が設置されて間もないため、まずは

成年後見センターで相談を受け止め、いよいよ成年後見センターで受け止め切れなくな

ってきたら地域連携ネットワークで対応していくという説明の方が関係者の理解を得や

すいのではないかと感じる。市民に誤ったメッセージとして伝わってしまってはもった

いないと感じた。 

行政の立場から斉藤委員、いかがか。 

 

現場の声ということで「成年後見制度に関する周知が必要な人に行き届いていない。」

「関係者の成年後見制度に対する理解度に差がある。」とあるが、その通りだと感じる。

当課の職員を見ても、各々がどの程度成年後見制度について理解しているかと言われる

と、人事異動等で業務に従事する年数が限られていることから、差がある部分もある。

今回中核機関が設置されたということで、心強く感じる一方で、今後は身近な相談窓口

での相談体制を強化し、身近な相談窓口での解決を目指していくということであれば、

基幹相談支援センターや相談支援事業所の負荷が高まることが想定され、心配な部分も

ある。 
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中島委員長 

 

 

 

 

 

所沢市成年後

見センター

（鈴木主任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島委員長 

 

黛委員 

 

 

 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

粕谷委員 

 

 

 

 

また、成人年齢が 20歳から 18歳に引き下げられたことから、障害を持ったお子さん

が成人してすぐに成年後見制度を利用した方がよいかという相談をここ最近受けること

があるが、そのような際の繋ぎ先として成年後見センターが設置されたことはよかった

と思う。 

 

所管課の課長としては、基幹相談支援センターの業務を委託している立場もあるの

で、業務の負荷が高まることについての懸念はよく理解できる。また、成人年齢が 18

歳に引き下げられたことで、お子さんが特別支援学校の在学中から勉強されているとい

うご両親もいらっしゃる。成年後見センターに障害を持つお子さんの親からの相談はあ

るか。 

 

どちらで成年後見制度について勉強されたのかは不明であるが、障害を持つお子さん

の親からの相談はある。例えば「18歳になったら、親は手出しできなくなるので、早

いうちに任意後見契約を結んでおきたい。」というような相談が目立つ。 

基幹相談支援センターと成年後見センターは同じフロアで仕事をしているが、成年後

見制度に関するある程度の相談については基幹相談支援センターの職員で受け止めてい

るが、それより踏み込んだ後見人等候補者の話等については、基幹相談支援センターか

ら繋がってくることもある。基幹相談支援センターと成年後見センターについては資料

１のスライド 25のような流れは既に出来上がっていると感じている。しかしスライド

25の体制が構築されるまでまだ数年かかると思われるので、身近な相談窓口で受け止

め切れない相談についてはぜひ成年後見センターを頼っていただければと思う。 

 

同じ社協から、黛委員いかがか。 

 

先ほど職員体制の話があったが、人数的には同時に何人も相談を受け付けることは難

しいので、１人ずつそれぞれ対応していくことになる。また、福祉の相談窓口では困窮

や障害相談等市からの委託事業をそれぞれが行っているが、同じフロアということもあ

り、ある程度連携は取れている。所沢市社協全体の体制で見ると、県内の社協で最も社

会福祉士の資格を持っている職員が多いため、そういった職員を福祉の相談窓口に配置

することで、相談を受ける側としては一定のレベルを保てていると思う。このようにし

て、体制を途切れさせることなく、進めている状況である。 

 

所沢市社協の国家資格保有者数は県内の社協でもトップクラスであり、専門性は非常

に高い。粕谷委員からはいかがか。 

 

資料１のスライド 18の現場の声の中に「市は市長申立をしてくれない」という声が

あり、「関係者の成年後見制度に対する理解度に差がある」ということにも関係する

が、例えば先日、職員から「お金がないから市長申立して欲しい」という相談があった

との話を聞いた。お金がないという理由だけで市長申立はできない。やはり現場の理解

度に差があると感じる。「市は市長申立をしてくれない」ということ自体が課題である
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中島委員長 

 

 

 

粕谷委員 

 

 

 

中島委員長 

 

 

近藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粕谷委員 

 

 

中島委員長 

 

 

のではなく、「理解度に差があるため、関係者への研修が必要」ということが課題と言

えるのではないか。また、民法７条に基づく申立てと老人福祉法第 32条に基づいて行

っている市長申立を混同している、と感じている。老人福祉法第 32条に基づく市長申

立は市が行うケースワークの中で、「市が特に必要と認めるときに審判の請求ができ

る」ということであって、「市は市長申立をしてくれない」といった声や「市長申立に

時間がかかる」という声は少し的外れではないか、というのが率直な感想である。 

 

「お金がない」ということの背景が気になる点である。１人では生活していけないた

め、寄り添ってくれる後見人が必要なのではないか、というようにも考えられる。具体

的な背景はわかるか。 

 

具体的な背景までは把握していないが、市長申立は最終手段であるため、他の代替手

段があれば状況を見極めながら支援経過を見ていく。「市は市長申立をしてくれない」

といった印象を持たれてしまうのは、困る。 

 

担当課としては、特に制限等をせずに適切に行っているということである。近藤委員

はいかがか。 

 

支援の必要性が高いけれどお金がないという場合に、候補者がつかないまま裁判所に

申立がなされると、後見業務に対する報酬が保証されないと後見人がなかなか見つから

ずに時間がかかってしまうということがある。 

また、所沢市の場合は障害者の場合は市長申立に限らず報酬助成の対象となっている

が、認知症高齢者の場合は市長申立のみが報酬助成の対象となっている。親族が申立て

をしてくれたけど、本人にお金がなくて結局後見人が決まらないということが起こって

しまう。高齢者についても市長申立以外も報酬助成の対象となるように、検討していた

だきたい。令和３年度の状況だが、川越市、入間市、富士見市、坂戸市、ふじみ野市に

ついては高齢者についても市長申立以外の申立てが報酬助成の対象となっている。検討

いただきたい。 

また、資料１のスライド 18に「市長申立までに時間がかかる」ということが記載さ

れているが、認知症高齢者の場合、所沢市では何親等まで親族調査を行っているか。厚

労省の通知では３・４親等に支援者が明らかに存在する場合を除いて、２親等までを確

認すればよいこととなっており、２親等内で支援者がいなければ市長申立を検討すると

いう内容も示されている。 

 

私が答えてよいのかわからないが、報酬助成については要綱に基づいて事務を行って

いる。 

 

一般論として申し上げると、平成 17年に出ている厚労省の通知に基づくと、後見報

酬等については市長申立てに限らず成年後見利用支援事業の対象となることが示されて

いる。他市については当該通知に基づいて市長申立に限らず報酬助成を行っているもの
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粕谷委員 

 

中島委員長 

 

松井委員 

 

 

 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

 

原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

事務局 

（遠藤副主幹） 

 

 

 

 

と考えられる。当該通知を今一度確認されたい。 

また、親族確認については原則２親等まで行うことが一般的となっているが、実際の

運用は同様か。 

 

同様である。 

 

松井委員からもいかがか。 

 

精神障害者について、市長申立になるような案件についてはスムーズに進められるよ

う取り組んでいるところであるが、既に後見人が選任されている案件については報酬を

どこが出すのかというような課題は出てきている。また、申立てをしてくれる支援者は

いるが、手続きについてどこに相談したらよいかわからない、手続きを依頼するための

費用を工面できないという相談を受ける。市長申立以外については、わからない部分も

多いので地域福祉センターや成年後見センターに相談しながら行っており、相談自体も

増えてきているように感じている。 

 

市長申立については全国どこを見ても高齢者が大多数である。障害者については、件

数が非常に少ないのだが、制度利用が難しいということであればそれをどのように解決

していくのかということが非常に難しいが重要である。原委員からはいかがか。 

 

現在法定後見を２件担当しているが、任意後見の相談が多い。先日狭山市の「手をつ

なぐ親の会」の方々約 50名の方にお集まりいただいて、様々な質問をもらった。その

中で「80-50-20（はちまるごまるにまる）」についての相談があった。20代の子が障

害を持っており、高齢の親世代と障害を持つ子世代について今後どのようにしていった

らよいかというものであった。障害者の今後については所沢市でも引き続き考えて行か

なければならない。狭山市の「手をつなぐ親の会」では親同士で情報交換をしているよ

うである。判断能力がある方については任意後見が選択肢となるので、任意後見につい

ても考えていくことが重要であると考えている。 

 

所沢市は障害の自立支援協議会が毎月のように開催されており、障害者への支援や情

報交換について丁寧に行っているという認識を持っている。今後も必要な情報を共有し

て、取り組んでいくべきである。 

 

３．その他 

・現委員の任期について 

・次回開催予定について 

現委員の任期は令和５年１月 31日をもって満了となることから、任期中の会議開催

については今回が最後となる。新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、会議の開

催がままならないこともあったが、毎回貴重なご意見をいただき感謝申し上げる。 

次の委嘱についてはそれぞれの推薦母体に推薦依頼を出すなど、準備していくが、継
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中島委員長 

 

 

 

 

 

さいたま家庭

裁判所川越支

部（千葉主任

書記官） 

 

 

 

 

 

所沢市成年後

見センター

（梅本課長） 

 

 

 

 

中島委員長 

 

 

 

 

事務局 

（前田部長） 

 

 

 

 

 

 

 

続いただく方も多いかと思うので、その際は引き続きよろしくお願いしたい。 

なお、次回の第２回所沢市成年後見制度推進検討委員会は令和５年２月 13日（月）

を予定している。委嘱される方については概ね１か月前を目途に通知を送付する予定。 

 

今回の開催に当たっても事務局に検討いただいたが、本委員会のメンバーは専門職が

多く、パソコンや ZOOMについても問題なく取り扱えると思うし、他の自治体について

もオンライン会議を実施しているので、引き続き検討してほしい。 

また、本日はオブザーバーとしてさいたま家庭裁判所川越支部及び所沢市成年後見セ

ンターにご出席いただいているので、一言ずついただきたい。 

 

本日はオブザーバーとして参加させていただき感謝申し上げる。所沢市の計画の進捗

状況について大変よく理解できた。本委員会の皆さまを中心に進めているところかと思

う。所沢市が「真に成年後見制度の利用を必要とする市民が、適切に制度の利用に結び

つくこと」を目指すべき方向性としたことは大変素晴らしいと思う。裁判所としては司

法としての公平性・中立性の観点からできる範囲が限られているということはあるが、

皆さまと連携して効果的な取組を進めていけたらと思う。不明な点などあれば、電話等

でも構わないので、問い合せいただきたい。今後も協議会や勉強会の機会があればお声

を掛けていただきたい。 

 

本日は参加させていただき感謝申し上げる。成年後見センターとして地域連携ネット

ワークの整備に取り組んでいかなければならないと感じている。相談対応の職員の人事

異動についての話があったが、今後もお互い学びあえるような機会を作っていけたらよ

いと考えている。地域連携ネットワークについては、各段階によって連携の方法も変わ

ってくると思うので、状況を整理して検討を進めていきたい。任期の件もあるが、連携

にあたっては引き続き皆さまの力をお借りしたいと考えている。 

 

本日の配布している資料５－２で国の基本計画が示されているが、国の動きもかなり

早くなってきている。また、自治体に求められる役割も大きくなってきているので、皆

で勉強し情報交換しながら連携していくことで、結果的に地域連携ネットワークの整備

に繋がってくると思う。前田部長からも一言いただけるか。 

 

 本日は貴重なご意見をいただき感謝申し上げる。成年後見については、誰しもが最後

にたどり着く可能性があるものであるが、そうならないように皆が我がごととして考え

ていかなければならない。成年後見という言葉は難しいが、今困っている人、将来困る

かもしれない人、それぞれが地域での繋がりを見つけるなど、できることをしていかな

ければならない。梅本課長からも話にあったが、地域連携ネットワークについてもどの

ような形で繋がっていくのが効率的なのかということを、皆で考えて進めていければよ

いのではないかと考えているので、引き続きよろしくお願いしたい。 
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事務局 

（菅原参事） 

 

笹原副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（菅原参事） 

 

議事は以上となるので、閉会の挨拶を笹原副委員長にお願いしたい。 

 

 

 本日は活発に議論いただき感謝申し上げる。様々な課題が見えてきてやることはたく

さんあると思うが、皆で協力して取り組んでいただければと思う。先ほど近藤委員から

社協の体制の話が出たが、常勤２名でその他は非常勤等ということで、そのような労働

条件で社会福祉士等が集まるのか不安に感じる。市もそのあたりを考慮して今後取り組

んでいただきたい。 

また、本日は家庭裁判所からもご出席いただき感謝申し上げる。今後もご指導をよろ

しくお願いしたい。成年後見センターについてもこれから大変であるとは思うが、ぜひ

よろしくお願いしたい。 

 

４・閉  会 

閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


